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明日の安心と成長のための緊急経済対策（抜粋） 

 

Ⅱ．具体的な対策 

１．雇用―緊急対応策を強化するとともに、雇用戦略

を推進する。 

＜緊急対応＞ 

（２）貧困・困窮者支援の強化 

求職中の貧困・困窮者が、再び「派遣村」を必要と

することなく、安心して生活が送れるようにするため、

支援策を強化する。 

＜具体的な措置＞ 

○ 実効ある貧困・困窮者支援（「第２のセーフ

ティネット」）の確立 

（ｱ）「ワンストップ・サービス・デイ」の実施支援 

・ 「ワンストップ・サービス・デイ」の試行実施

を踏まえた展開 

（ｲ）ハローワークのワンストップ相談機能の充実 

・ ハローワークに「住居・生活支援アドバイザー

（仮称）」を配置し、第2 のセーフティネット

の各種支援制度についてのワンストップサービ

ス（総合相談と実施機関への的確な誘導）を実

施 
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住居・生活支援施策実施主体

①利用者に対する職業相談及び住
居・生活支援に関する総合相談

②第２のセーフティネット施策及び生
活保護制度に関する制度説明

③第２のセーフティネット施策に係る
要件確認

④第２のセーフティネット施策実施機
関及び福祉事務所に対する誘導
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